
テレワーク及び Web 会議パソコン購入仕様書 

 

１．基本要件 

本仕様書は、令和 3 年度における一般競争入札（パソコンの購入）に適用する。 

 

  機器   １．デスクトップパソコン(Web 会議用)1 台 

    ２．ノートパソコン（Web 会議用）１台 

    ３．タブレット PC（テレワーク用）10 台 

 

  作業内容 ソフトウェアのインストールの上、本村納品場所へ納入すること。 

 

  納品場所 北山村役場 総務課 

 

納入期限 契約締結の日から 60 日以内 

 

２．機器仕様 

１．デスクトップパソコン（Web 会議用） 1 台 

項目 機能 

OS Windows 10 Pro（64bit） 

プロセッサー インテル® i5-10400 プロセッサー以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

メモリ 8GB 以上 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 630 以上又は同等以上の性能を持つ互

換品 

液晶ディスプレ

イ 

IO-DATA EX-LD4K492DB 以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

対応の壁掛け金具含む 

メインストレー

ジ 

256GB M.2.SSD 以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

サブストレージ 1TB HDD 以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

オプティカルド

ライブ 

DVD ライター 

インターフェイ

ス 

10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 、Bluetooth5.0 

USB 2.0 以上を３ポート以上 

外部ディスプレイ出力端子（HDMI）×１以上 

カメラ Jabra PanaCast 以上又は同等以上の性能をもつ互換品 

対応のテーブルスタンド含む 



マイク YVC-200 以上又は同等以上の性能をもつ互換品 

キーボード ワイヤレス(日本語 109A)キーボード 

マウス ワイヤレス光学スクロールマウス 

電源 内臓 180W 80PLUS GOLD 相当 

ソフトウェア Micosoft Office 2019 Standard 

その他 リカバリーディスク 

 

２．ノートパソコン（Web 会議用）1 台 

項目 機能 

OS Windows 10 Pro（64bit） 

プロセッサー インテル® i5-10400 プロセッサー以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

メモリ 8GB 以上 

グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 630 以上又は同等以上の性能を持つ互

換品 

液晶ディスプレ

イ 

15.6 型相当以上で最大 1677 万色以上 

ストレージ 256GB M.2.SSD 以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

オプティカルド

ライブ 

DVD ライター 

インターフェイ

ス 

10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 、Bluetooth5.0 

USB 2.0 以上を 2 ポート以上 

外部ディスプレイ出力端子（HDMI）×１以上 

カメラ HD web カメラ相当を内蔵していること。 

マイク マイクを内蔵していること 

キーボード (日本語 109A)キーボード 

マウス ワイヤレス光学スクロールマウス 

電源 AC 電源を付属すること 

ソフトウェア Micosoft Office 2019 Standard 

その他 リカバリーディスク 

 

 

 

 

 



３．タブレット PC（テレワーク用）10 台 

項目 機能 

類似品 Surface Pro X 以上又は同等以上の性能を持つ互換品 

キーボード Surface Pro タイプカバー以上 又は同等以上の性能を持つ互換品 

ソフトウェア Micosoft Office 2019 Standard 

マウス ワイヤレス光学スクロールマウス 

 

３．一般事項  

（１）搬入費用は納入業者負担とする。  

（２）搬入に際し建物および既存物品を破損及び汚損した場合には現状復旧するものとし、 

その費用はすべて納入業者負担とする。  

（３）納入にあたって、担当課の指定する場所に設置すること。 

（４）梱包資材等は、納入業者の責任において処分すること。 

（５）納入後、疵・破損等あるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代 

品を納入すること。 

（６）落札者は保証書を提出することとし、保証期間は検収後 1 年とする。また、故障発

生 時には、速やかに修理できるサービス体制を確保すること。 

（７）納入が完了した後、検査員の検査を受けること。 

（８）購入代金の支払いは、納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから 30 日 

以内に支払う。 

（９）仕様書に記載されていない事項については、担当課の指示を受け、これに従うこと 


